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株主各位

証券コード　6777
2026年６月９日

(電子提供措置の開始日2026年６月２日)
株 主 各 位

愛知県小牧市大字大草字年上坂5823番地

代表取締役・社長執行役員    鄭󠄁 　 元 鎬

【当社ウェブサイト】
　https://www.santec.com/jp/ir/shareholders/

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
　https://d.sokai.jp/6777/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「santec Holdings」又は
「コード」に当社証券コード「6777」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選
択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

第47回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第47回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認
くださいますようお願い申し上げます。

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使す
ることができますので、株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年６月23日（火曜日）午後６
時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬　具
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株主各位

１．日 時 2026年６月24日（水曜日）午前10時
２．場 所 愛知県小牧市大字大草字年上坂5823番地

当社　santecホール（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第47期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連結計算

書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第47期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

剰余金の処分の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
監査等委員である取締役３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する事後交付型株式報酬に係
る報酬制度導入に伴う報酬改定の件

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解いただきますようお願い申し上
げます。

記

以　上

　書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合
は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上
げます。
　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前
及び修正後の事項を掲載いたします。
　本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面（本招集
ご通知の添付書類）をお送りしておりますが、電子提供措置事項のうち、連結計算書類の連結注記表及び計算書
類の個別注記表につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、当該書面には記載しておりません。
連結注記表及び個別注記表は、会計監査人及び監査等委員会の監査の対象に含まれております。
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上
げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年６月24日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2026年６月23日（火曜日）
午後６時00分到着分まで

2026年６月23日（火曜日）
午後６時00分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１号議案及び第４号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案及び第３号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。
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インターネットによる
議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2026年６月23日（火）午後６時

スマートフォン等による議決権行使方法
❶議決権行使書用紙に記載のQR
コードを読み取ります。

❷株主総会ポータルトップ画面
から「議決権行使へ」ボタン
をタップします。

❸スマート行使®トップ画面が表示
されます。以降は画面の案内に
従って賛否をご入力ください。

※�QRコードは（株）デンソーウェーブの
登録商標です。

PC等による議決権行使方法
以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログイン
ID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。
ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。
株主総会ポータルURL
▶https://www.soukai-portal.net
議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。
▶https://www.web54.net

「議決権行使へ」をクリック！

ご注意事項
●�一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書
用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく
必要があります。
●�書面とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、
インターネット等による議決権行使を有効なものといたします。また、
インターネット等によって複数回議決権を行使された場合は、最後に
行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
●�１・４・７・10月の第１月曜日０：00～５：00は、メンテナンスの
ためご利用いただけません。

お問い合わせ
三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル

0120-652-031
（受付時間　９時～21時）

ぜひQ&Aも
ご確認ください。
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インターネットによる議決権行使のご案内
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当事業年度の事業の状況

（2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで）
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
当連結会計年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで、以下、「当期」）の世界情勢

は、米国の通商政策を巡る不確実性が一部緩和された一方で、米中貿易摩擦やロシア・ウクラ
イナ情勢及び中東情勢の緊迫化などを背景に先行き不透明な状況が続きました。

このような状況のなか当社グループは2026年３月期の基本方針として「高付加価値の新製品
開発と市場牽引」を掲げ、事業活動に取り組んでまいりました。

当期の売上高は、31,507百万円（前期比31.1％増）となりました。これは、北米における光
モニタ及び光通信用光測定器の販売が好調に推移したことによるものです。

営業利益は10,325百万円（前期比39.0％増）、経常利益は10,958百万円（前期比38.9％
増）、投資有価証券評価損238百万円の計上等により、親会社株主に帰属する当期純利益は
7,667百万円（前期比51.3％増）となりました。
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当事業年度の事業の状況

セグメント別の状況は次のとおりであります。
⑴ 光部品関連事業

当事業では、主に光伝送機器メーカーに対して光モニタ、光アッテネータ、光フィルタ等の
光通信用部品を提供しております。また、LCOS技術を利用した空間光変調器を光計測、光加
工、光情報処理分野に提供しております。

当期は生成AIやデータセンタの投資拡大に伴って、光通信関連市場も大きく伸長しまし
た。特に光トランシーバに用いられる光モニタの販売が北米において好調に推移したこと
で、売上高は6,356百万円と前期比で41.2％の増収となり、セグメント利益は1,754百万円と
前期比で76.4%の増益となりました。

⑵ 光測定器関連事業
当事業には光通信用光測定器事業、産業用光測定器事業、医療用光測定器事業が含まれて

おります。当期は、産業用光測定器の販売が低調に推移した一方で、光通信用光測定器の販
売が好調に推移し、売上高は22,368百万円と、前期の17,954百万円から24.6％増加しまし
た。セグメント利益は8,254百万円となり、前期のセグメント利益6,279百万円に比べて
31.4％増益となりました。

光通信用光測定器につきましては、生成AIやデータセンタ関連の活発な設備投資を背景に
北米におけるコネクタ付光ファイバーケーブル検査装置の販売が大幅に拡大しました。ま
た、中国においては、前年度上期にあった特需案件が当期には無かったものの、顧客開拓を
進めたことで、前期と同水準の売上を維持しました。

産業用光測定器につきましては、中国における医療用及びレーザー溶接検査用光源の販売
が堅調に推移した一方で、半導体用シリコンウエハの製造にかかる設備投資は引き続き調整
局面であり、総じて低調に推移いたしました。

医療用光測定器につきましては、米国を中心とした、光学式眼内寸法測定装置（製品名：
ARGOS®）の販売が堅調に推移いたしました。

その他事業のシステム・ソリューション事業において、国内において重大なセキュリティ
インシデントが社会問題化したことにより、ランサムウェア対策ソフトウェアの販売が拡大
いたしました。
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当事業年度の事業の状況

売上高の内訳 （単位：千円）
第46期

(2025年３月期)
第47期

(2026年３月期) 構成比 前期比

光 部 品 関 連 事 業 4,500,593 6,356,384 20.2％ 41.2％

光 測 定 器 関 連 事 業 17,954,060 22,368,417 71.0% 24.6%

そ の 他 1,572,062 2,782,265 8.8% 77.0%

合 計 24,026,716 31,507,067 100% 31.1%

② 設備投資の状況
当連結会計年度において実施した設備投資の総額は1,208百万円であります。その主なもの

は、研究開発強化のための設備及び生産能力増強・生産効率改善のための製造設備、Canada事
務所・工場の新設工事等であります。事業セグメント別の金額は、光部品関連事業が415百万
円、光測定器関連事業が640百万円であります。なお、当連結会計年度における設備投資に要し
た資金は自己資金の充当によるものであります。

③ 資金調達の状況
当連結会計年度中に、グループの所要資金として、金融機関より長期借入金として700百万

円の調達を実施しました。
その他の増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
当社は、2026年４月１日付で当社の資産管理部門の一部を当社の子会社であるAqumen 

Capital株式会社へ承継させる会社分割（吸収分割）を行いました。
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財産及び損益の状況の推移

区　　分 第 44 期
（2023年３月期）

第 45 期
（2024年３月期）

第 46 期
（2025年３月期）

第 47 期
（当連結会計年度）
（2026年３月期）

売 上 高
(千円) 15,246,170 18,867,885 24,026,716 31,507,067

経 常 利 益
(千円) 4,246,452 6,265,098 7,887,932 10,958,373

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益

(千円)
3,001,874 3,851,491 5,067,844 7,667,153

１株当たり当期純利益
(円) 255.25 327.49 430.92 651.95

総 資 産
(千円) 19,605,292 25,828,326 29,527,373 39,117,408

純 資 産
(千円) 14,334,361 17,735,761 21,428,211 27,835,259

１ 株 当 た り 純 資 産 額
(円) 1,218.86 1,508.08 1,822.06 2,366.87

⑵　財産及び損益の状況の推移
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重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容
千円 ％

santec AOC株式会社 110,000 100.0 光部品の開発、製造、販売

santec LIS株式会社 110,000 100.0 光測定器の開発、製造、販売

santec OIS株式会社 110,000 100.0 光測定器の開発、製造、販売

santec Japan株式会社 50,000 100.0 光部品及び光測定器の販売

movu Japan株式会社 10,000 100.0 光測定器の販売マーケティング、
製品企画

Aqumen Capital株式会社 10,000 100.0 有価証券、不動産、その他の資産
の保有・管理・運用等

SANTEC GLOBAL CORPORATION 68,842 100.0 米国子会社及び孫会社の経営管
理、資金管理並びに研究開発

SANTEC U.S.A. CORPORATION 27,537 （※）100.0 光部品及び光測定器の販売

movu inc. 161,338 100.0 光測定器の販売

Santec California Corporation 330 （※）100.0 光測定器の開発、製造、販売

Santec Canada Corporation 9 100.0 光測定器の開発、製造、販売

SANTEC EUROPE LTD. 42,448 100.0 光部品及び光測定器の販売

Santec Europe Czech s.r.o. 15,400 100.0 光測定器の販売、技術サポート

Santec Vienna GmbH 1,835 （※）100.0 光測定器の開発

圣徳科(上海)光通信有限公司 48,110 100.0 光部品及び光測定器の販売

MOG LABORATORIES PTY LTD. 11 （※）100.0 光測定器の開発、製造、販売

⑶　重要な子会社の状況

（注）１． 議決権比率の（※）印は、間接保有を含んでおります。
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重要な子会社の状況

２． SANTEC U.S.A. CORPORATIONに対する当社の議決権比率は、当社の子会社であるSANTEC 
GLOBAL CORPORATIONを通じての間接所有分です。

３． Santec California Corporationに対する当社の議決権比率は、当社の子会社であるSANTEC 
GLOBAL CORPORATION及び孫会社であるSANTEC U.S.A. CORPORATIONを通じての間
接所有分です。

4． Santec Vienna GmbHに対する当社の議決権比率は、当社の子会社であるsantec OIS株式会社を
通じての間接所有分です。

5． MOG LABORATORIES PTY LTD.に対する当社の議決権比率は、当社の子会社であるsantec 
LIS株式会社を通じての間接所有分です。なお、MOG LABORATORIES PTY LTDは2026年５
月１日付で名称を変更し、SANTEC AUSTRALIA PTY LTD.になりました。
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対処すべき課題

⑷　対処すべき課題
当社グループが第48期（2026年４月１日から2027年３月31日まで）に対処すべき重点課題

は次のとおりであります。

① 業績拡大に向けた取り組み
当社グループは、2027年３月期から2029年3月期までの3か年の基本課題として、「コア技

術（中核技術）とグループシナジーを通じた新たな顧客価値の創造」を掲げております。当社グ
ループが40年以上に亘り培ってきたユニークな光技術と、グループ各社が独自に築き上げてき
た技術、ノウハウ、お客様とのネットワーク等を生かし、高付加価値な新製品を開発すること
で、お客様に新たな価値の提供を目指してまいります。
具体的な取り組みとして、グループの垣根を越えた技術交流を通じて、技術やノウハウの共有

を進め、業務の効率化や新製品の研究開発を促進してまいります。
光部品関連事業では、AIデータセンタ投資を背景とした旺盛な需要に応えるべく設備投資を

強化し、市場シェアの拡大に努めてまいります。また、部品の高集積化、通信の高速化、省電力
化に向けた新たな光部品の開発を進めてまいります。なお、非通信分野においては主にレーザー
加工等での応用が期待される高出力レーザーに対応した空間光変調器の研究開発を進めてまいり
ます。
光測定器関連事業の光通信分野におきましては、工場の拡張移転による安定供給体制の強化を

進め、地政学リスクを抑えた生産・供給体制を構築しております。また、シリコンフォトニクス
やCPOといったAIデータセンタを支える新技術向けの高度な測定需要が高まっており、当社は
次世代型TSL等の新製品を投入しお客様の期待に応えてまいります。
産業分野におきましては、OCT技術を用いた最先端の光計測技術で新たな市場の開拓を進め

てまいります。
医療分野におきましては、欧州に新たな研究開発拠点を設立し、次世代製品の研究開発を一層

強化してまいります。現在開発を進めているARGONAUTⓇは、多種多様な眼のパラメータの
計測と分析により、病気の兆候をいち早く検出し、適切な治療を受ける契機となることで、ヘル
スケアの増進に貢献してまいります。

（注）１. シリコンフォトニクスとは、光学部品と半導体チップを同じパッケージに統合する技術のこと
です。

２. CPOとは、シリコン基板上に光回路を集積し、高速・大容量・省電力の光通信や光演算を実現
する技術です。
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対処すべき課題

② 持続的な成長に向けた取り組み
当社グループは、経営理念であるＩＣＣベンチャースピリット（自主性、創造性、目的意識

性）を尊重した企業風土のなか、社員一人一人の特性や能力を最大限に生かすことのできる職場
環境の整備や教育研修の強化に取り組んでまいります。

採用方針につきましては、多様性及びグローバルな視野を重視し、性別や国籍を問わず、様々
な職歴、キャリアを有する人材を積極的に採用してまいります。

人材育成につきましては、次世代の経営を担う人材を育成すべく、資格取得支援、学習ツール
の提供、外部講師や社外取締役による講演会の開催など、各種教育プログラムを実施しておりま
す。
当社グループは、各事業会社が独立採算制のもとに迅速な意思決定を行うことで、変化の激し

い外部環境の中においても、持続的かつ安定的な事業成長を実現してまいります。
今後も組織再編やＭ＆Ａを通じた組織の拡大、グローバル化が進むことが想定されるため、内

部監査、内部統制の体制強化やコンプライアンス研修を通じ、コーポレートガバナンスのより一
層の向上に取り組んでまいります。

－ 12 －
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場

分 類 主 要 製 品

光 部 品 関 連 事 業 光部品の開発・製造・販売

光パワーモニタ
光減衰器
光スイッチ
光フィルタ
空間光変調器（SLM）

光 測 定 器 関 連 事 業
光測定器及びレーザー光源ならびに
OCT（光干渉断層画像計）関連製品
の開発・製造・販売

波長可変光源
高速スキャニングレーザー
光インスツルメンツ
OCT(光干渉断層画像計)
光学式眼内寸法測定装置

⑸　主要な事業内容（2026年３月31日現在）

本　社 愛知県小牧市、春日井市

santec AOC株式会社 愛知県小牧市、春日井市

santec LIS株式会社 同上

santec OIS株式会社 同上

santec Japan株式会社 同上

movu Japan株式会社 同上

Aqumen Capital株式会社 同上

SANTEC GLOBAL CORPORATION アメリカ合衆国　ニュージャージー州　フォートリー

SANTEC U.S.A. CORPORATION アメリカ合衆国　ニュージャージー州　フォートリー

movu inc. アメリカ合衆国　カリフォルニア州　サンタクララ

Santec California Corporation アメリカ合衆国　カリフォルニア州　カマリロ

Santec Canada Corporation カナダ　オンタリオ州　オタワ

⑹　主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）
①　当社の主要な営業所

②　子会社等

－ 13 －
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場

SANTEC EUROPE LTD. イギリス　オックスフォードシャー州　アビンドン

Santec Europe Czech s.r.o. チェコ共和国　ズリーン市

Santec Vienna GmbH オーストリア共和国　ウィーン州

圣徳科(上海）光通信有限公司 中華人民共和国　上海市

MOG LABORATORIES PTY LTD. オーストラリア連邦　ビクトリア州　カールトン
（注）MOG LABORATORIES PTY LTD.は2026年５月１日付で名称を変更し、SANTEC 

AUSTRALIA PTY LTD.になりました。
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使用人の状況、主要な借入先の状況

事業部門 使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

光部品関連事業 56 （25）名 ３ （４）名

光測定器関連事業 242 （103） 68 （４）

そ の 他 ８ （－） △１ （－）

全社（共通） 121 （17） ７ （△１）

合計 427 （145） 77 （７）

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

60（17）名 ２（１）名 42.4歳 11.2年

⑺　使用人の状況（2026年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）１. 使用人数は、就業人員であり、パート社員等は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
す。

２. 全社（共通）は、特定の事業に区分できない営業部門及び管理部門の使用人であります。

②　当社の使用人の状況

（注） 使用人数は、就業人員であり、パート社員等は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

借　入　先 借　入　額

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,726百万円

株式会社りそな銀行 750

株式会社三井住友銀行 339

⑻　主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）
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株式の状況、新株予約権等の状況

①　発行可能株式総数 37,755,200株
②　発行済株式の総数 11,961,100株

（自己株式200,720株を含む）
③　株主数 6,572名
④　大株主（上位10名）

株 主 名 所 有 株 式 数 持 株 比 率

株 式 会 社 光 和 1,991,000株 16.93％

株 式 会 社 C h r o n o S o u r c e 1,492,000 12.69

G e n s  G l o b a l 株 式 会 社 1,085,000 9.23

幸 昇 株 式 会 社 850,000 7.23

鄭󠄁 　 台 鎬 504,000 4.29

定 村 幸 恵 344,000 2.93

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（信託口） 272,600 2.32

野 村 光 子 240,000 2.04

サ ン テ ッ ク 社 員 持 株 会 212,596 1.81

INTERACTIVE BROKERS LLC 135,800 1.15

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2026年３月31日現在）

（注）１．持株比率は自己株式(200,720株)を控除して計算しております。
２．鄭󠄁 台鎬氏については、上記の他に、役員持株会にて株式を所有しております。

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社取締役に交付した株式の状況
該当する株式等はありません。

⑵　新株予約権等の状況
　該当する新株予約権等はありません。
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会社役員の状況

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役・社長執行役員 CEO 鄭󠄁 　 元 鎬 なし

取締役・副社長執行役員 CTO 鄭󠄁 　 昌 鎬
SANTEC GLOBAL CORPORATION代表取締役
santec OIS株式会社監査役
movu inc.代表取締役

取締役・副社長執行役員 CSO 鄭󠄁 　 台 鎬
SANTEC EUROPE LTD.取締役
santec Japan株式会社取締役
santec AOC株式会社監査役

取締役・専務執行役員 COO 諫 本 圭 史
santec AOC株式会社取締役
santec LIS株式会社監査役
santec OIS株式会社取締役
Santec California Corporation取締役

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 堀 江 容 子 堀江容子公認会計士事務所所長
株式会社ゲオホールディングス社外取締役

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 松 川 知 弘 弁護士法人BridgeRoots名古屋 代表弁護士

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 藤 吉 弘 亘
学校法人中部大学教授
株式会社デンソー先進モビリティシステム事業開
発部Vシステム開発室担当次長

⑶　会社役員の状況
①　取締役の状況（2026年３月31日現在）

（注）１. 取締役（監査等委員）の堀江容子氏、松川知弘氏及び藤吉弘亘氏は、社外取締役であります。
２. 取締役（監査等委員）の堀江容子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門

的知見を有するものであります。
３. 取締役（監査等委員）の松川知弘氏は、弁護士の資格を有しており、企業関係法務に関する専門的知

見を有するものであります。
４. 取締役（監査等委員）の藤吉弘亘氏は、大学の教授であり、画像処理工学、コンピュータビジョン等

の技術に関する専門的知見を有するものであります。
５. 当社は、監査等委員会の職務を補助する内部監査室を設置し、内部統制システムを通じた組織的な監

査を実施することにより監査の実効性を確保していることから、常勤の監査等委員を選定しておりま
せん。

６. 当社は、取締役（監査等委員）の堀江容子氏、松川知弘氏及び藤吉弘亘氏を東京証券取引所に独立役
員として届け出ております。
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会社役員の状況

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（名）固定報酬 業績連動
報酬 賞与

取締役（監査等委員を除く）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

581
（－）

213
（－）

38
（－）

329
（－）

5
（－）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

7
（7）

7
（7） － － 3

（3）
合 　 計
（うち社外役員）

589
（7）

220
（7）

38
（－）

329
（－）

8
（3）

②　責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
150万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結し、株主や第三者等から損害賠償を請求された場合において、被保険者が負担することに
なる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により塡補することとしております。当該
保険契約の被保険者は取締役であります。また、次回更新時には同内容での更新を予定してお
ります。

④　当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１.  当社の取締役には使用人分給与を受領しているものはおりません。
２. 取締役（監査等委員を除く）の賞与を含めた報酬限度額は、2025年６月18日開催の第46回定時株主

総会において年額1,000百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役
（監査等委員を除く）の員数は４名です。

３. 上表の業績連動報酬の総額には、当事業年度に支給された前事業年度にかかる役員業績連動報酬の支
給差額6百万円、及び当事業年度における役員賞与引当金繰入額（取締役（監査等委員を除く）４名
に対し31百万円）が含まれております。

４. 上表の賞与の総額には、当事業年度に支給された前事業年度にかかる役員賞与の支給差額▲26百万
円、及び当事業年度における役員賞与引当金繰入額（取締役（監査等委員を除く）４名に対し318百
万円）が含まれております。なお、賞与には特許実施報奨金47百万円は含まれておりません。
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会社役員の状況

5. 監査等委員の報酬限度額は、2025年６月18日開催の第46回定時株主総会において年額100百万円以
内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員の員数は３名です。

6. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
(1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、「決定方針」という。）を、2024
年4月12日開催の取締役会において決議しております。

(2) 決定方針の内容の概要
①　基本方針

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）の報酬は、企業価値の持続的な向
上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際して
は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬（固定報酬としての基
本報酬と業績連動報酬をあわせて、「基準報酬」という。）、賞与及び役員手当により構成する。
なお、取締役は、固定報酬としての基本報酬の一定割合を原則として役員持株会へ拠出し、当社株
式を取得するものとする。

また、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみ
を支払うこととする。

②　基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当

社の業績、使用人の給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
③　業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針

(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
イ. 業績指標の内容及びその選定の理由

当社は、企業価値の持続的な向上の実現を図るインセンティブとするため、連結売上高や連結
営業利益を業績指標とする。

ロ. 業績連動報酬等の額または数の算定方法
業績連動報酬は、上述の連結売上高や連結営業利益等の経営数値に連動して自動的に定まる報

酬テーブルを基準に、担当職務や各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定し、毎年、一定
の時期に支給する。取締役の賞与については、以下の方法で算出された額を賞与総額とし、取締
役の個々の業務執行状況を評価して決定の上、毎年一定の時期に支給する。

（連結売上高）×（売上高当期純利益率－10％）× 10％
ただし、以下、３つの条件を満たす場合に限るものとし、フリーキャッシュ・フローを考慮す

る。また、次年度以降の業績見通しを考慮し金額は減額できる。
・対前年比で増収となっていること。
・売上高当期純利益率が10％を超過していること。
・当該年度の決算短信で発表した通期業績予想の売上高と純利益を上回っていること。

※期中に業績予想を修正開示した場合は、修正後の予想値を基準とする。
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会社役員の状況

ハ. 業績指標に関する実績
当事業年度を含む連結売上高や連結営業利益の実績値は、１．(1)① 事業の経過及び成果に記

載のとおりです。
④　金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対

する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬：業績連動報酬＝80％：20%とする

（全社の業績目標を100%達成の場合）。
⑤　取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任
を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当職務の業績等
を踏まえた業績連動報酬及び賞与の評価配分とする。

取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原案を諮
問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は，当該答申の内容を尊重して決定
するものとする。

なお、当事業年度においては、取締役から委任を受けた代表取締役・社長執行役員CEOの鄭󠄁 元
鎬が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。代表取締役社長に権限を委任した
理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには、代表取締役社
長が最も適しているためです。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使される
よう、報酬委員会に原案を諮問し、その答申を得ております。

（注）2026年６月24日の定時株主総会において「取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対
する事後交付型株式報酬に係る報酬制度導入に伴う報酬改定の件」が決議された場合には、事後
交付型株式報酬制度の導入に伴い、決定方針を変更し、上記報酬とは別枠で事後交付型株式報酬
を支給する予定です。

(3) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した
理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬委員会が原案について決定方針との整合性

を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うもので
あると判断しております。
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会社役員の状況

出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役（監査等委員）
堀 江 容 子

当事業年度に開催された取締役会8回のうち8回に、また、監査等委員会11回の
うち11回に出席いたしました。主に、公認会計士の経験及び知見に基づき、取
締役会では積極的に意見を述べ、特に会計について専門的な立場から監督、助
言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果た
しております。

社外取締役（監査等委員）
松 川 知 弘

当事業年度に開催された取締役会８回のうち７回に、また、監査等委員会11回
のうち10回に出席いたしました。主に弁護士の経験及び知見に基づき、取締役
会では積極的に意見を述べ、特に企業法務について専門的な立場から監督、助
言を行うなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を
行っております。

社外取締役（監査等委員）
藤 吉 弘 亘

当事業年度に開催された取締役会8回のうち8回に、また、監査等委員会11回の
うち11回に出席いたしました。主に人工知能（画像処理工学、コンピュータビ
ジョン、AI）の経験及び知見に基づき、取締役会では積極的に意見を述べ、特
にAIについて専門的な立場から監督、助言を行うなど、取締役会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

⑤　社外役員等に関する事項
イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況ならびに当該兼職先との関係

取締役（監査等委員）堀江容子氏は、堀江容子公認会計士事務所の所長であります。当社と
兼職先との間には特別の関係はありません。

取締役（監査等委員）松川知弘氏は、弁護士法人BridgeRoots名古屋の代表弁護士でありま
す。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

取締役（監査等委員）藤吉弘亘氏は、学校法人中部大学の教授及び株式会社デンソー先進モ
ビリティシステム事業開発部Vシステム開発室担当次長であります。当社と兼職先との間には
特別の関係はありません。

ロ．他の法人等の社外役員などとしての重要な兼職の状況ならびに当該兼職先との関係
取締役（監査等委員会）堀江容子氏は、株式会社ゲオホールディングスの社外取締役であり

ます。当社と兼業先との間には特別の関係はありません。
ハ．当事業年度における主な活動状況

（注）上表の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び定款の規定に基づき、取締役会
決議があったものとみなす書面決議が4回ありました。
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会計監査人の状況

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 30百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の
合計額 30

⑷　会計監査人の状況
①　名称 有限責任 あずさ監査法人

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

③　非監査業務の内容
該当するものはありません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した

場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたし
ます。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会
が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した
旨及びその理由を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針

⑸　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
（業務の適正を確保するための体制）

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務
の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

① 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、社内規程に基づき、各取締役の業務について、その判断及び執行のプロセスを、社

内情報システム上に記録しております。当該記録につきましては、社内規程に従って適切に保
管、管理しております。

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は年に１度以上、定期的に、当社の目標に影響を与える事象のうち、当社の目標の達成

を阻害する要因（リスク）を認識し、分析、評価する活動を実施しております。また、当社の
組織変更やその他重大な変化がある場合には、その都度、当該活動を実施しております。この
活動を通じて認識されたリスクにつきまして、当社は適切と判断される対応を選択し、実施し
ております。

③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、迅速な意思決定と機敏な行動のため、業務を執行する取締役に権限の委譲を行って

おります。各取締役は、月に１度開催される取締役会において定期的に業務の報告を行うこと
で、他の取締役並びに監査等委員会のチェックを受けております。また、週に１度開催される
経営会議（社内取締役及び執行役員等の経営幹部で構成される。）において業務の連絡・報告
を行うことで、機動的・効率的な業務遂行を実現しております。

さらに、社内情報システムを駆使し、ワークフローによる決裁のスピードアップ、メールや
文書データベースの利用による知識共有とコミュニケーションの強化を図っております。

④ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、取締役・使用人の業務に関して、規程や要領書等を整備するとともに、運用が適正

であることを社内監査、監査等委員会による監査等、各種監査で確認しております。
また、必要に応じて外部の専門家に助言を仰ぎ、当社に最適な体制の構築に努めておりま

す。

⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社に対しては、関連会社管理規程に従い、適正なコントロールを維持するため

の体制を構築、維持しております。当社は、社内規程の統一を推進し、子会社に対するモニタ
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リングを強化しております。子会社の取締役の業務の執行につきましては、必要に応じて当社
への報告を求めるものとし、また、子会社の業務の執行に当たりましては、関連会社管理規程
に従い、必要な権限者の承認を得て実行する体制を整備しております。
監査等委員会及び内部監査部門は、必要に応じて子会社の監査及び調査を実施しておりま

す。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
内部監査室に所属する使用人は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、監査等委

員会の職務を補助しております。

⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）から
の独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する
事項
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等につい

て監査等委員会の同意を得た上で決定することとするなど、当該使用人の取締役からの独立性
を確保しております。
また、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた当該使用人は、その命令に関して、

取締役の指揮命令を受けないものとしております。

⑧ 監査等委員会への報告に関する体制及び当社の子会社の取締役等による当社の監査等委員会
への報告に関する体制
当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人が、上司及び当社の取締役に対し

て報告すべき「重要な情報」及び報告者の保護について社内規程に定めております。また、内
部通報制度の運用により、社内からの情報収集に努めております。当社の取締役及び使用人並
びに子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、不正もしく
は法令・定款違反等を認識した場合、監査等委員の同席する当社の取締役会で報告するものと
しております。なお、当社及び子会社は、以上の監査等委員の同席する当社の取締役会への報
告を理由とする報告者への不利益な取り扱いを禁止しております。

⑨ 当社の監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払い等の処理に係る方針に関する事
項
当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたと

きは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の
執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとして
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おります。

⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
社内における情報のほとんどが情報システム上にあることに鑑み、選定監査等委員に社内取

締役と同等のメールシステムとデータベースアクセス権、ファイルアクセス権を付与しており
ます。
監査等委員会は、会計監査人との間で会計監査の内容について情報交換を行うものとしてお

ります。

（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）
当社は、上記に掲げた体制の整備をしておりますが、その基本方針に基づき、以下の具体的

な取り組みを行っております。

① 取締役の職務執行について
取締役会規程に基づき、原則として毎月１度定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締

役会を開催し、法令や定款に定められた事項及び重要な業務執行に関する事項について、意思
決定を行っております。各取締役は、定時取締役会において定期的に業務の報告を行い、他の
取締役ならびに監査等委員のチェックを受けております。また、週に１度開催される経営会議
において業務の連絡・報告を行っております。子会社の取締役の業務の執行については、必要
に応じて当社への報告を求め、子会社の業務の執行に当たっては、関連会社管理規程に従い、
必要な権限者の承認を得て実行しております。
② 監査等委員の職務執行について

監査等委員は、監査等委員会において定めた監査方針や監査計画に基づき、監査を行うとと
もに、取締役会への出席や代表取締役、会計監査人ならびに内部監査部門との間で情報交換を
行い、業務執行の適法性について監査しております。

③ 内部監査の実施について
内部監査部門は、内部監査計画に基づき、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システム

の整備・改善及び業務の遂行が、各種法令や、当社の各種規程類及び経営計画などに準拠して
実施されているか、効果的、効率的に行われているかなどについて調査・チェックし、指導・
改善に向けた内部監査を実施しております。

⑹　会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。
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連結貸借対照表

（2026年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 及 び 純 資 産 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
流 動 資 産 27,941,873 流 動 負 債 8,258,467
現 金 及 び 預 金
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

16,318,695
65,850

6,365,036
927,013
818,322

2,209,149
1,237,805

11,175,534
6,403,924
1,318,904

79,845
3,181,385

33,829
506,399

1,283,559
1,196,861
919,977
276,883

3,574,748
3,008,186
162,231
230,915
173,415　

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,127,560
電 子 記 録 債 務 1,242,700
1年内返済予定の長期借入金 637,500
未 払 法 人 税 等 2,017,175
契 約 負 債 596,055
賞 与 引 当 金 479,249
役 員 賞 与 引 当 金 415,098
そ の 他 1,743,127

固 定 負 債 3,023,681
長 期 借 入 金 2,177,608
繰 延 税 金 負 債 595,464
退 職 給 付 に 係 る 負 債 36,778
資 産 除 去 債 務 37,961
そ の 他 175,868

負債合計 11,282,149
（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 25,459,420
資 本 金 4,978,566
資 本 剰 余 金 1,209,465
利 益 剰 余 金 19,369,877
自 己 株 式 △98,489

その他の包括利益累計額 2,375,838
その他有価証券評価差額金 976,641
為 替 換 算 調 整 勘 定 1,399,197

純資産合計 27,835,259
資 産 合 計 39,117,408 負 債 純 資 産 合 計 39,117,408

連 結 貸 借 対 照 表
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連結損益計算書

（2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 31,507,067
売 上 原 価 13,332,255

売 上 総 利 益 18,174,811
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,848,859

営 業 利 益 10,325,951
営 業 外 収 益

受 取 利 息 306,587
受 取 配 当 金 12,072
為 替 差 益 284,270
受 取 賃 貸 料 39,918
複 合 金 融 商 品 評 価 益 10,480
そ の 他 84,915 738,245

営 業 外 費 用
支 払 利 息 19,193
賃 貸 不 動 産 関 係 費 用 37,536
環 境 対 策 費 37,763
そ の 他 11,329 105,823
経 常 利 益 10,958,373

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 380
投 資 有 価 証 券 償 還 益 34,989 35,369

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 2,269
投 資 有 価 証 券 売 却 損 18,074
投 資 有 価 証 券 評 価 損 238,763 259,107
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 10,734,635
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,916,151
法 人 税 等 調 整 額 151,330 3,067,481
当 期 純 利 益 7,667,153
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 7,667,153

連 結 損 益 計 算 書
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連結株主資本等変動計算書

（2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 4,978,566 1,209,465 14,231,221 △97,866 20,321,386

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,528,497 △2,528,497

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 7,667,153 7,667,153

自 己 株 式 の 取 得 △622 △622

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 連 結 会 計 年 度
変 動 額 ( 純 額 )

当連結会計年度変動額合計 － － 5,138,656 △622 5,138,033

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 4,978,566 1,209,465 19,369,877 △98,489 25,459,420

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 477,053 629,771 1,106,824 21,428,211

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,528,497
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 7,667,153

自 己 株 式 の 取 得 △622

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 連 結 会 計 年 度
変 動 額 ( 純 額 )

499,588 769,425 1,269,013 1,269,013

当連結会計年度変動額合計 499,588 769,425 1,269,013 6,407,047

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 976,641 1,399,197 2,375,838 27,835,259

連結株主資本等変動計算書
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貸借対照表

（2026年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 及 び 純 資 産 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
流 動 資 産 6,437,086 流 動 負 債 1,711,170
現 金 及 び 預 金

売 掛 金

そ の 他
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

そ の 他
　

6,078,947

215,874

142,265
12,730,418
4,170,307
1,195,995

26,050

310

1,065

146,498

2,765,916

33,829

641
73,874
73,359

515
8,486,236
2,571,896

5,783,541

48,110

82,688
　

電 子 記 録 債 務 2,974
１年内返済予定の長期借入金 637,500
未 払 金 230,068
未 払 費 用 240,205
未 払 法 人 税 等 4,974
預 り 金 93,327
賞 与 引 当 金 46,176
役 員 賞 与 引 当 金 319,434
そ の 他 136,509
固 定 負 債 2,532,161
長 期 借 入 金 2,177,608
リ ー ス 債 務 31,200
繰 延 税 金 負 債 259,679
退 職 給 付 引 当 金 25,242
資 産 除 去 債 務 37,961
そ の 他 470

負債合計 4,243,332
（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 14,091,037
資 本 金 4,978,566
資 本 剰 余 金 1,209,465
資 本 準 備 金 1,209,465
利 益 剰 余 金 8,001,494
利 益 準 備 金 313,750
そ の 他 利 益 剰 余 金 7,687,744
自 己 株 式 △98,489
評 価 ・ 換 算 差 額 等 833,135
その他有価証券評価差額金 833,135

純資産合計 14,924,172
資 産 合 計 19,167,505 負 債 純 資 産 合 計 19,167,505

貸　借　対　照　表
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損益計算書

（2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

営 業 収 益 5,377,691
営 業 費 用 2,271,196
営 業 利 益 3,106,495

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 130,229
受 取 賃 貸 料 39,918
複 合 金 融 商 品 評 価 益 10,480
そ の 他 13,916 194,545

営 業 外 費 用
支 払 利 息 18,802
賃 貸 不 動 産 関 係 費 用 37,536
為 替 差 損 14,033
環 境 対 策 費 37,763
そ の 他 1,406 109,543
経 常 利 益 3,191,496

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 162,988
投 資 有 価 証 券 償 還 益 34,989
受 取 補 償 金 242,500 440,477

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 1,240
投 資 有 価 証 券 売 却 損 18,074 19,314
税 引 前 当 期 純 利 益 3,612,659
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 55,498
法 人 税 等 調 整 額 37,389 92,888
当 期 純 利 益 3,519,771

損　益　計　算　書
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株主資本等変動計算書

（2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金
資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計

当 期 首 残 高 4,978,566 1,209,465 313,750 6,696,470 7,010,220 △97,866 13,100,385

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △2,528,497 △2,528,497 △2,528,497

当 期 純 利 益 3,519,771 3,519,771 3,519,771

自 己 株 式 の 取 得 － △622 △622
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) － －

当 期 変 動 額 合 計 － － － 991,273 991,273 △622 990,651

当 期 末 残 高 4,978,566 1,209,465 313,750 7,687,744 8,001,494 △98,489 14,091,037

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産合計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 469,870 469,870 13,570,256

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △2,528,497

当 期 純 利 益 － 3,519,771

自 己 株 式 の 取 得 － △622
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 363,264 363,264 363,264

当 期 変 動 額 合 計 363,264 363,264 1,353,916

当 期 末 残 高 833,135 833,135 14,924,172

株主資本等変動計算書
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連結計算書類に係る会計監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 松 木 豊
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 野 孝 哉

独立監査人の監査報告書
2026年５月25日

ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株 式 会 社
取 締 役 会　御 中

有限責任 あずさ監査法人
　　名古屋事務所

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、santec Holdings株式会社の2025年４月１日から2026

年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、santec Holdings株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含
む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示
することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締
役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実
を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告書

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査

手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連
結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切で
ない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査
報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証
拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、
監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ
ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容に
ついて報告を行う。
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 松 木 豊
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 野 孝 哉

独立監査人の監査報告書
2026年５月25日

ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株 式 会 社
取 締 役 会　御 中

有限責任 あずさ監査法人
　　名古屋事務所

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、santec Holdings株式会社の2025年４月１日か

ら2026年３月31日までの第47期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示
することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締
役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことに
ある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実
を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告書

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査

手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算
書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場
合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
る可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ
ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容に
ついて報告を行う。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以　上
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監査等委員会の監査報告書

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日までの第４７期事業年度における取締役の
職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当
該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の
状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実
施しました。

①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に
出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重
要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会
社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を
受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人
から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事
項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告

－ 36 －
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監査等委員会の監査報告書

2026年５月25日

監 査 等 委 員 堀 江 容 子 ㊞
監 査 等 委 員 松 川 知 弘 ㊞
監 査 等 委 員 藤 吉 弘 亘 ㊞

santec Holdings株式会社 監査等委員会

　

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(注)監査等委員　堀江容子、松川知弘及び藤吉弘亘は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取
締役であります。

以　上
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剰余金の処分の件

株主総会参考書類

第１号議案　　剰余金の処分の件

当社は、業績ならびに当社グループを取り巻く経営環境や将来の事業展開に備えた内部留保等
を総合的に勘案し、安定配当の維持に努めることを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。
これにより、当期の年間配当金は、先に実施しました中間配当金75円と合わせて１株につき

210円となります。

期末配当に関する事項
⑴　配当財産の種類
　　金銭といたします。

⑵　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　　当社普通株式１株につき金135円
　　総額 1,587,651,300円

⑶　剰余金の配当が効力を生じる日
　　2026年６月25日

－ 38 －
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

再 任
１

　
てい

鄭󠄁
 

　
 

　
もと

元
たか

鎬
（1963年9月18日）

    1989年    8 月 当社入社
    1998年    4 月 SANTEC U.S.A.CORPORATION取締役副社長
    2000年    6 月 当社取締役
    2001年    7 月 SANTEC U.S.A.CORPORATION代表取締役
    2005年    7 月 当社常務取締役及び営業統括
    2007年    4 月 海外部長

SANTEC EUROPE LTD.代表取締役
    2010年    6 月 当社取締役副社長
    2018年    7 月 代表取締役副社長
    2020年    4 月 代表取締役社長
    2022年    6 月 代表取締役社長 CEO
    2025年    6 月 代表取締役・社長執行役員 CEO（現）

－

[重要な兼職の状況]
なし

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

再 任
２

　

てい

鄭󠄁
 

　
 

　
まさ

昌
たか

鎬
（1970年2月15日）

    1995年    7 月 オムロン株式会社入社
    1998年    7 月 株式会社サンテックフォトニクス研究所入社
    2002年    9 月 当社入社
    2009年    4 月 OCTビジネスユニット長
    2010年    4 月 光システムビジネスユニット長
    2010年    6 月 取締役光システムビジネスユニット長
    2014年    4 月 光画像センシングビジネスユニット長
    2014年    7 月 常務取締役
    2019年    10月 movu inc. 代表取締役（現）
    2020年    4 月 取締役副社長
    2022年    6 月 取締役副社長 CTO
    2022年    10月 SANTEC GLOBAL CORPORATION

代表取締役（現）
    2025年    1 月 santec OIS株式会社 監査役
    2025年    6 月 取締役・副社長執行役員 CTO（現）

－

[重要な兼職の状況]
SANTEC GLOBAL CORPORATION 代表取締役
movu inc. 代表取締役

第２号議案　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（４名）が、本総会終結の時をもって任期満
了となりますので、取締役４名の選任をお願いするものです。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

再 任
３

　

てい

鄭󠄁
 

　
 

　
だい

台
こう

鎬
（1962年7月16日)

    1991年    4 月 当社入社
    1994年    5 月 専務取締役営業本部長
    1999年    1 月 研究開発本部長
    2001年    2 月 代表取締役専務
    2001年    9 月 代表取締役社長
    2001年    12月 SANTEC EUROPE LTD. 代表取締役
    2002年    6 月 圣徳科(上海)光通信有限公司 董事長兼総経理
    2020年    4 月 取締役会長
    2022年    6 月 取締役副社長 CSO
    2023年    4 月 santec AOC株式会社 監査役（現）
    2025年    1 月 santec Japan株式会社 取締役（現）
    2025年    6 月 取締役・副社長執行役員CSO（現）
    2026年    4 月 Aqumen Capital株式会社 監査役（現）

504,000株

[重要な兼職の状況]
SANTEC EUROPE LTD. 取締役
santec Japan株式会社 取締役
santec AOC株式会社 監査役
Aqumen Capital株式会社 監査役
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

再 任
４

　

いさ

諫
もと

本　
けい

圭
じ

史
(1971年8月8日）

    1996年    4 月 オムロン株式会社入社
    2001年    4 月 当社入社
    2018年    4 月 光画像センシングビジネスユニット長
    2020年    4 月 OISカンパニー長
    2022年    4 月 常務執行役員OISカンパニー長
    2022年    5 月 santec OIS株式会社 代表取締役
    2023年    4 月 santec LIS株式会社 代表取締役

santec AOC株式会社 取締役（現）
    2025年    1 月 専務執行役

santec LIS株式会社 監査役（現）
santec OIS株式会社 取締役（現）
Santec California Corporation 取締役（現）

    2025年    6 月 取締役・専務執行役員 COO（現）

1,155株

[重要な兼職の状況]
santec AOC株式会社 取締役
santec LIS株式会社 監査役
santec OIS株式会社 取締役
Santec California Corporation 取締役

（注）１．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担
することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により塡補することとして
おります。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次
回更新時には同内容での更新を予定しております。
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監査等委員である取締役３名選任の件

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

再 任
１

　
ほり

堀
え

江　
よう

容
こ

子
(1986年12月22日）

    2009年    4 月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
    2011年    4 月 公認会計士登録
    2024年    1 月 堀江容子公認会計士事務所設立 同所所長（現）
    2024年    3 月 税理士登録
    2024年    6 月 当社取締役（監査等委員）（現）
    2024年    6 月 株式会社ゲオホールディングス社外取締役（現） －

[重要な兼職の状況]
堀江容子公認会計士事務所所長
株式会社ゲオホールディングス社外取締役

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

再 任
２

　
まつ

松
かわ

川
 

　
とも

知
ひろ

弘
（1976年12月17日）

    2002年    11月 司法試験合格
    2004年    10月 弁護士登録（第57期）

愛知県弁護士会所属（現）
    2004年    10月 伊藤倫文法律事務所入所
    2008年    4 月 弁護士法人Bridge Roots

名古屋事務所開設
代表弁護士

    2009年    4 月 名城大学非常勤講師
    2012年    6 月 当社監査役
    2012年    6 月 弁護士法人Bridge Roots名古屋

代表弁護士（現）
    2020年    6 月 当社取締役（監査等委員）（現）

－

[重要な兼職の状況]
弁護士法人Bridge Roots名古屋　代表弁護士

第３号議案　　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役全員（３名）が、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、
監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものです。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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監査等委員である取締役３名選任の件

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

再 任
３

　
ふじ

藤
よし

吉
 

　
ひろ

弘
のぶ

亘
（1969年11月19日)

    1997年    9 月 米国カーネギーメロン大学研究員
    2000年    10月 中部大学工学部情報工学科専任講師
    2003年    9 月 中部大学工学部情報工学科准教授
    2010年    9 月 中部大学工学部情報工学科教授
    2012年    4 月 名古屋大学客員教授
    2013年    4 月 中部大学工学部ロボット理工学科教授
    2016年    6 月 当社監査役
    2020年    6 月 当社取締役（監査等委員）（現）
    2023年    4 月 中部大学理工学部AIロボティクス学科教授（現）
    2023年    4 月 株式会社デンソー先進モビリティシステム事業開発部

Vシステム開発室担当次長（現）

－

[重要な兼職の状況]
学校法人中部大学教授
株式会社デンソー先進モビリティシステム事業開発部Vシステム開発
室担当次長
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監査等委員である取締役３名選任の件

（注）１．各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．堀江容子氏、松川知弘氏及び藤吉弘亘氏は社外取締役の候補者であります。
３．堀江容子氏、松川知弘氏及び藤吉弘亘氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役で

ありますが、堀江容子氏の在任期間は、本総会終結の時をもって２年、松川知弘氏及び藤
吉弘亘氏の在任期間は、本総会終結の時をもって６年となります。なお、松川知弘氏及び
藤吉弘亘氏は、過去に当社の業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。

４．監査等委員である社外取締役の選任理由及び期待される役割
(1)堀江容子氏は、会計及び税務について高い見識をお持ちであること、大手監査法人にて公

認会計士として様々な企業の監査実務に携わった経験から、監査等委員である社外取締役
としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

(2)松川知弘氏は、弁護士としての専門知識・経験等をお持ちであり、当社の監査・監督体制
の強化に活かしていただけると考えております。なお、同氏は、過去に会社の経営に関与
された経験はありませんが、代表弁護士として弁護士法人の経営にあたっておられること
から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断してお
ります。

(3)藤吉弘亘氏は、過去に会社の経営に関与されたことはありませんが、中部大学の教授とし
て当社関連産業（OCT）及び当社関連技術に精通されておられることから、監査等委員
である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

５．当社は、堀江容子氏、松川知弘氏及び藤吉弘亘氏との間で会社法第423条第１項の賠償責
任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、150万円ま
たは法令が定める額のいずれか高い額としており、各氏の再任が承認された場合は、当社
は各氏との当該契約を継続する予定であります。

６．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約
を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「２．会社の現況」「（３）会
社役員の状況」「②責任限定契約の内容の概要」に記載のとおりです。各候補者が監査等
委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。ま
た、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

７．当社は、堀江容子氏、松川知弘氏及び藤吉弘亘氏を東京証券取引所の定めに基づく独立
役員として届け出ており、各氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き各氏を独立
役員とする予定であります。
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監査等委員である取締役３名選任の件

取締役候補者 グローバル経営
・事業戦略

営業・
マーケティング

技術・
イノベーション

財務・会計
・M&A

法務・知財・
リスクマネジメント

ESG（環境・
社会・ガバナンス）

鄭󠄁　元鎬 ◆ ◆ ◆

鄭󠄁　昌鎬 ◆ ◆ ◆

鄭󠄁　台鎬 ◆ ◆ ◆

諫本　圭史 ◆ ◆ ◆

堀江　容子 ◆

松川　知弘 ◆

藤吉　弘亘 ◆

（ご参考）
スキルマトリックス
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する事後交付型株式報酬に係る報酬制度導入に伴う報酬改定の件

第４号議案　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する事後交付型株式報酬に係る報酬
　　　　　　　制度導入に伴う報酬改定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、2025年６月18日開催の当社
第46回定時株主総会において、年額1,000百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含ま
ない。）として、ご承認をいただいております。

今般、当社における役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役と株主の皆様との長期的利益
をより一層一致させること及び当社の中長期的な企業価値向上を図るインセンティブを与えるこ
とを目的として、対象取締役に対して新たに当社普通株式（以下、「当社株式」という。）を一
定の期間後に割り当てる事後交付型株式報酬制度（以下、「本制度」という。）を以下のとおり
導入することとし、対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記報酬額
とは別枠として、対象取締役に対する本制度に関する報酬等の総額及び株式数を、パフォーマン
ス・シェア（以下、「PSU」という。）については１事業年度当たり200百万円以内、4,000株
以内（ただし、対象期間（以下で定義する。）終了後に複数事業年度分を一括して交付する。）
とし、事後交付型リストリクテッド・ストック（以下、「RSU」という。）については年額100
百万円以内、年2,000株以内と設定することにつき、ご承認をお願いいたします。なお、本議案
及びグループ会社役員等（以下で定義する。）に対する株式報酬制度に基づき対象者に交付する
株式数の上限は10年間で100,000株であり、2026年3月31日現在の当社発行済株式総数（自己
株式を除く。）に占める割合として0.85%であり、その希薄化率は軽微です。

本議案は、PSU及びRSUに関する報酬等として、本制度に関する報酬等の総額及び株式数の
上限の範囲内で当社株式又は当社株式と引換えにする払込みに充てるための金銭報酬債権及び納
税に供する金銭を支給することにつきご承認をしていただくものであり、ご承認をいただいた範
囲内で当社取締役会が本制度の具体的な内容等を決定することになります。なお、当社取締役会
が本制度の具体的な内容を決定する際には、指名・報酬委員会の答申を得ることといたします。

また、本制度に基づく当社の株式等の交付は、当社における対象取締役の貢献度等諸般の事項
を総合的に勘案して決定するものとなっており、その内容は相当なものであると考えておりま
す。本議案をご承認いただいた場合、ご承認いただいた内容とも整合するよう、本株主総会終結
後の当社取締役会において、事業報告「２．会社の現況」「（３）会社役員の状況」「④当事業
年度に係る報酬等の総額等」（注）６に記載の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に
つき、変更することを予定しております。当社取締役会は、本議案は、当該変更後の方針に沿っ
た取締役の報酬等の支給のために必要かつ合理的な内容となっていることからも、相当であると
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する事後交付型株式報酬に係る報酬制度導入に伴う報酬改定の件

判断しております。

現在の当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は４名であり、第２号議案「取締役
（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役
（監査等委員である取締役を除く。）は４名（うち対象取締役４名）となります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会から審議の結果、特段の意見はない旨の意見表明
を受けております。

【本制度の内容】

本制度は、以下の内容のPSU及びRSUで構成されます。

（ⅰ）PSUは、当社の取締役会においてあらかじめ設定する各事業年度の期間（以下、「業績
評価期間」という。）における業績目標達成度や、業績評価期間開始日から業績評価期間終了後
の最初の定時株主総会までの期間（３事業年度以上とし、具体的な期間は当社の取締役会におい
てあらかじめ設定するものとします。以下、「対象期間」という。）の勤続期間に応じて算定さ
れる数の当社株式及び金銭を、対象期間終了後に交付する類型の株式報酬です。

（ⅱ）RSUは、職務執行期間に係る報酬として、事前に定める数の当社株式及び金銭を、当社
取締役会が定める期間終了後に交付する類型の株式報酬です。

PSU及びRSUについては、以下の【本制度において交付する株式数の算定方法等】に記載の
算定方法により、PSUにおいては対象期間終了後、RSUにおいては当社取締役会が定める期間
の終了後に、以下のいずれかの方法にて、対象取締役に対して当社株式を交付することになりま
す（注１）。

①PSU及びRSU相当分の当社株式を交付するため、金銭報酬債権を支給し、各対象取締役が
当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、当社株式の割当てを行う方法
（以下、「現物出資交付」という。）

②PSU及びRSUの数を定め、その発行又は処分に係る払込みを要せずに当社株式の割当てを
行う方法（以下、「無償交付」という。）

なお、本制度におけるPSU及びRSUの内訳は、以下の【本制度において交付する株式数の算
定方法等】に記載のとおりであります（注２）（注３）。

（注１）ただし、対象期間中及び当社取締役会が定める期間中に対象取締役が死亡により退任
した場合、当該対象取締役の相続人に対して、当社株式の交付に代えて、当社取締役会が合理的
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に算定する額の金銭を、本制度に関する報酬等の総額の範囲内で支給するものとします。また、
対象期間中及び当社取締役会が定める期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子
会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会
（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社
取締役会）で承認された場合（ただし、当該組織再編等の効力発生日が本制度に基づく株式交付
の日より前に到来することが予定されている時に限る。）であって、かつ、当該組織再編等に伴
い対象取締役が当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職すること
となる場合には、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、当社株式の交付に代えて、当社取締役
会が合理的に算定する額の金銭を、本制度に関する報酬等の総額の範囲内で支給するものとしま
す。

（注２）当該株式数には、最終交付株式数のうち、最終支給金銭（以下で定義する。）として
対象取締役に付与される株式報酬を含みます。

（注３）ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割（株式無償割当てを含
む。以下、株式の分割の記載につき同じ。）によって増減した場合は、その比率に応じて合理的
に調整されます。

【本制度に基づき交付する報酬等の額】

（１）現物出資交付の場合

当社株式の割当てを受けるために各対象取締役に対して付与されることとなる金銭報酬債権の
額及び本制度に基づく株式報酬の付与に伴い生じる納税資金の確保のために最終的に支給する金
銭（以下、「最終支給金銭」という。）の額は、本制度により対象取締役に対して最終的に交付
する株式数（以下、「最終交付株式数」という。）に、当該交付のための株式の発行又は自己株
式の処分を決定する当社取締役会の決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社株
式の普通取引の終値（同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値を
指す。以下、「当社株式終値」という。）を乗じることで算定されます。なお、本制度に基づく
報酬等として交付する当社株式及び最終支給金銭の割合は対象者の納税資金負担を考慮して、当
社取締役会で定めるものとします。

また、上記金銭報酬債権及び最終支給金銭は、対象取締役が、当社株式の割当てを受けるため
に当該金銭報酬債権の全額を現物出資することに同意していることを条件として交付します。

（２）無償交付の場合
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当社株式の発行又は処分に係る払込みは要しませんが、最終交付株式数に当社株式終値を乗じ
て算定される報酬等の額（最終支給金銭の額を含む。）が本議案でご承認をいただく本制度に関
する報酬等の総額の枠内となるようにします。なお、本制度に基づく報酬等として交付する当社
株式及び最終支給金銭の割合は対象者の納税資金負担を考慮して、当社取締役会で定めるものと
します。

【本制度において交付する株式数の算定方法等】

対象取締役の最終交付株式数は、対象取締役ごとに定められる株式報酬基準額（PSU相当分及
びRSU相当分それぞれで別に定める。）を対象期間及び当社取締役会が定める期間の開始後最初
に開催される当社取締役会の決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の普
通取引の終値（同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値を指
す。）を基礎として当社取締役会が決定する株価で除して算出される株式数（ただし、計算の結
果１株未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。以下、「基準交付株式数」
という。）を基準として算出します。ただし、PSU相当分については基準交付株式数に業績目標
達成度（注４）を乗じるものとし、交付する当社株式の株式数及び最終支給金銭の金額は、在任
期間比率（注５）、役位調整比率（注６）及び対象者の納税資金負担を考慮して、当社取締役会
で定めるものとします（注７）（注８）。

（注４）業績目標達成度は、業績評価指標の達成度と達成度に応じた支給率及び計算方法を指
し、任意の指名・報酬委員会における審議を経て、取締役会にて決定いたします。

（注５）在任期間比率について、対象期間中及び当社取締役会が定める期間中に新たに就任又
は退任した対象取締役が存在する場合には、当該対象取締役に付与される金銭報酬（債権）の額
又は当社株式の数は、それぞれ在任月数に応じて調整される場合があります。ただし、対象期間
及び当社取締役会が定める期間の途中で正当な事由により当社又は当社の子会社（持株比率50%
以上の子会社に限る。）の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した
対象取締役が存在する場合には、在任月数等に応じて当社取締役会が合理的に定める金銭又は当
社株式を、本制度に関する報酬等の総額の範囲内で当該対象取締役に交付する場合があります。

（注６）役位調整比率として、対象期間中及び当社取締役会が定める期間中に役位変更があっ
た場合、対象期間内及び当社取締役会が定める期間内の役位に対応した株式を付与するように最
終交付株式数を調整する場合があります。

（注７）いずれの最終交付株式数の計算においても、計算の結果1株未満の端数が生じる場合
には、これを切り捨てるものとします。
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（注８）ただし、計算の結果として算出される株式数が上限を超える場合には、最終交付株式
数は各上限以内の株式数とします。また、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割
によって増減した場合は、各対象取締役の最終交付株式数は、その比率に応じて合理的に調整さ
れます。具体的には、株式の併合又は株式の分割の場合、調整前の最終交付株式数に、併合・分
割の比率を乗じることで、調整後の最終交付株式数を算出します。

（３）対象取締役に対する金銭報酬の支給又は株式交付の条件

対象取締役が、正当な理由なく当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任
したことと一定の非違行為があったこと等、株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要な
権利喪失事由（当社取締役会において定める。）に該当した場合には、対象取締役に対して本制
度に基づいた金銭は支給されず、また、当社株式も交付されません。

【ご参考：グループ会社役員等に対する株式報酬制度の導入】

なお、本制度が原案どおりに承認可決された場合、当社の執行役員及び従業員並びに当社を除
く一部の当社グループ会社の取締役及び従業員（以下、「グループ会社役員等」という。）に対
しても、本制度と同様の制度（以下、「グループ会社役員等に対する株式報酬制度」という。）
を導入することを予定しております。グループ会社役員等に対する株式報酬制度を導入する際に
は、当社の各グループ会社における営業上の必要性、適用ある税制、法令及び規制を考慮のうえ
で、本制度の内容に必要な修正を加え、法令上必要な手続を行い、導入いたします。

以　上
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地図

会場 当社　santecホール
愛知県小牧市大字大草字年上坂5823番地　電話　(0568)79-3535(代表)

交通

お 車
国道19号線「春日井ＩＣ」から多治見方面へ向かい「宮ノ上」交差
点を左折後約１km直進して左方に建物が見えます。
（「春日井ＩＣ」より約5.6km、「小牧東ＩＣ」より約４kmです。）

公共交通機関
JR中央線「高蔵寺駅」からタクシーで約20分です。
（「名古屋駅」から「高蔵寺駅」までの所要時間は約30分です。）
※高蔵寺駅より総会会場への送迎がございます。 　

高蔵寺駅 北口

改札口

南口

ロータリー

送迎車
出発場所

至名古屋 至多治見
【発車時刻】午前９時20分

【集合場所】高蔵寺駅南口ロータリー
（左記ご参照ください。）

※お帰りの便は、株主総会終了後および会社
説明会終了後に出発いたします。

株主総会会場ご案内図

155

19

平和公園第二
潮見坂墓園
(平和公園)

至 小牧東IC

中央自動車道

愛知文教大

東名高速道路

春日井IC

平和公園第二
潮見坂墓園
(平和公園)

高蔵寺

春日井
インター東

坂下町6南

宮ノ上

送迎車のご案内（ＪＲ高蔵寺駅）

クールビズ対応について
　本総会におきましては、節電のため、会場の室温を調整した上で、役職員が軽装にて
対応させていただきます。株主の皆様におかれましても、軽装にてご出席くださいま
せ。ご理解、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。


